
介護保険のしくみを理解しましょう
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介護保険は、介護を必要とする人を社会全体で支えあう社会保障制度です。サー
ビスの利用をするしないにかかわらず、40歳以上の方全員が加入し、保険料を納
めます。（加入手続きは必要ありません）
介護保険料は、公費とともに介護保険を
支える大切な財源です。
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●がん （医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない
状態に至ったと判断したものに限る）
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ケアマネジャーは、利用
者の希望や心身の状態
にあったサービスが利
用できるように導いて
くれる介護サービスの
窓口役です。

40～64歳の方が介護保険を利用するときに
対象となる病気（特定疾病）

50%
23%

27%
公費（税金）公費（税金）
国、東京都、国、東京都、
文京区が負担文京区が負担

40～64歳の方の
保険料

65歳以上の方の
保険料

（詳しくは▶34ページ）

サービスを利用します
サービス費用の�
利用者負担分を支払います

サービスを提供します

居宅介護支援事業者
ケアマネジャー（介護支援専門員）

が所属しています。

● 要介護認定の申請を代行します。
●ケアプランの作成をします。
● サービス事業者との連絡調整を

します。
● サービス計画の見直しをします。

介護保険料を納めます
要介護認定の申請をします

被保険者証を交付します
要介護認定などの結果を通知します

相談を受け支援します高齢者あんしん
相談センター

（地域包括支援センター）
介護予防や地域の
総合的な窓口です

（詳しくは▶38ページ）

● 要介護認定申請の受付をします。
● 介護予防の受付をします。
● 介護予防ケアプランの作成、介護

予防のマネジメントを行います。
● 虐待防止などの権利擁護事業など

に取り組みます。

指定を受けた社会福祉法人、
医療法人、民間企業、非営利
組織などが、利用者にあった
在宅・施設での介護サービス
を提供します。

サービス
提供事業者

介護保険制度を運営します。
主な役割

● 保険料を算定徴収します。
●被保険者証を交付します。
● 要介護・要支援認定を行い

ます。
● 保険給付を行います。

文京区（保険者）

「ケアマネジャー」とは
どんな人？
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介護保険制度としくみ
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40歳以上の方
（被保険者）

年齢でニつの被保険者に分かれます。

65歳以上の方
（第1号被保険者）

40〜64歳の方
（第2号被保険者）




